
◆自立支援教育訓練給付金
医療事務や介護職員初任者研修など、市が指定した講座
を修了した場合に支給します。
受講申し込み前に相談してください。
対象　児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準に
ある世帯
支給額　支払った受講費用の60％（限度額20万円）
＊対象講座の受講費用が２万円を超えない場合は支給さ
れません。
＊雇用保険の教育訓練給付の受給資格がある方は、その
支給額との差額分を支給します。

◆高等職業訓練促進給付金
看護師や保育士、介護福祉士、歯科衛生士などの養成機
関で１年以上の課程を修業する場合に支給します。
受講が始まる前に相談してください。
併せて、北海道母子寡婦福祉連合会が実施する「高等職
業訓練促進資金貸付事業」も申請できます。
対象　児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準に
ある世帯
支給額　月額７万500円か10万円で最大36カ月
＊住民税の課税状況により支給額が異なります。

問合せ　児童家庭課（内線2216）

生
活

生
活 問合せ　防災・庁舎建設課（内線3342）

▲印の避難所は、大雨・洪水時には利用できません。

名称 収容人
数（人） 所在地

東
部
地
区

東部小学校 600 中央４丁目4
北の台小学校 730 共栄町４丁目6-1
▲東部中学校 800 美咲き野１丁目12-1
北広島高校 1,460 共栄305-3
総合体育館 860 共栄315-2
▲中央公民館 180 朝日町５丁目1-1
▲東記念館 100 朝日町５丁目1-2
▲稲穂保育園 100 稲穂町東１丁目6-1

西
の
里
地
区

西の里小学校 890 西の里401
西の里中学校 470 西の里790-1
西の里ファミリー体育館 210 西の里南１丁目2-3
西の里会館 90 西の里南１丁目2-2
北広島西高校 1,500 西の里東３丁目3-3
札幌日大高校 1,240 虹ヶ丘５丁目7-1

大
曲
地
区

大曲小学校 630 大曲柏葉２丁目14-6
大曲東小学校 870 大曲光２丁目8
大曲中学校 790 大曲中央２丁目4-1
大曲ファミリー体育館 200 大曲中央２丁目4-3
大曲会館 120 大曲中央２丁目4-5
大曲ふれあいプラザ 170 大曲工業団地７丁目3-1
夢プラザ 850 大曲370-2

名称 収容人
数（人） 所在地

北
広
島
団
地
地
区

地域サポートセンター
ともに（旧緑陽小学校） 250 緑陽町１丁目2

緑陽中学校 530 緑陽町３丁目4
緑ヶ丘小学校 520 高台町２丁目1
すずらん保育園 110 高台町７丁目4
団地住民センター 270 泉町１丁目1
双葉小学校 520 若葉町３丁目12
広葉交流センター
（旧広葉小学校） 400 広葉町３丁目1

広葉中学校 510 広葉町５丁目1
すみれ保育園 100 広葉町２丁目4-1

西
部
地
区

西部小学校 770 輪厚508-3
西部中学校 760 輪厚中央１丁目12
輪厚児童体育館 180 輪厚中央４丁目12-19

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親や子が、高
等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場
合、支払った受講費用の一部を支給します。
受講が始まる前に相談してください。
対象　次のいずれにも該当する方
●児童扶養手当の受給者か同等の所得水準にある方
●高等学校等就学支援金制度の対象とならない方
●合格することが適職に就くために必要であると認めら
れる方
内容・支給額　
●受講修了時給付金　受講費用の20％（限度額10万円）
●合格時給付金　受講修了後２年以内に全科目合格した
場合、受講費用の40％（受講修了時給付金と合わせて限
度額15万円）
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